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　米国出国税とは、米国市民が市民権を放棄
した場合又は長期居住者が永住権を放棄した
場合に、その放棄をした者が永住権等放棄時
の純資産額が200万ドル以上である等所定
の要件に該当すると、原則として「全ての資
産」を対象に、永住権等を放棄したとされた
日の前日における時価により資産が売却され
たものとして、その資産の値上がり益に対し
て課税（日本の国外転出時課税と同様にみな
し譲渡益課税）を行う仕組み。文書回答事例
によると、日本国籍を有する個人が、米国の
永住権を放棄することに伴い米国出国税が課
された「有価証券等」を、その後日本の居住
者として売却する場合は、所得税法60条の
4の規定により取得価額のステップアップが
適用され、譲渡所得の計算上、米国出国税適
用時の時価を取得価額として計算することが
可能とされている。
　つまり、取得価額を米国出国税適用時の時

価までステップアップすることで、米国での
課税後に生じた値上がり益のみを日本側で課
税対象とし、日米間の二重課税の調整を行う
仕組みとなっている（図表1参照）。
　もっとも、米国出国税は原則として「全て
の資産」を対象としている。このため、実務
家の間では、「有価証券等以外の資産」につ
いて米国出国税が課された場合も、所得税法
60条の4同様、取得価額のステップアップ
による日本側での二重課税の調整が可能なの
か、との疑問が生じている。
　この点について本誌が課税当局に取材した
ところ、現行の日米租税条約の規定では、有
価証券等以外の資産については、米国出国税
が課されたとしても取得価額のステップアッ
プは認められないことが確認された。課税当
局によれば、所得税法60条の4は、日本の
国外転出時課税の対象とされる所得税法60
条の2に規定する有価証券等について、米国

　令和4年3月18日付の大阪国税局による文書回答事例「米国の永住権の放棄により所有する
有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得
費について」に、有価証券や投資信託（以下、有価証券等）に対し、米国出国税が課された
場合の日本での二重課税の調整に関する取扱いが掲載されたが、実務家の間では、「有価証券
等以外」にも米国出国税が課されてしまった場合の税務上の取扱いについて疑問が生じている。
　そこで本誌が課税当局に取材したところ、現行の日米租税条約の規定では、有価証券等以
外に課された米国出国税について日本側で二重課税を調整することは想定されておらず、二
重課税のリスクがあることが確認された。

「全資産」に取得価額のステップアップが適用できるのは現状スペインのみ

有価証券等以外に課される米国出国税の調整は

海外富裕層の日本への転入時に
二重課税のリスク

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   　商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531.html☎0120-6021-86 　　 見本誌請求  https://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html　　　　　　　　　 立ち読みコーナー　https://www.lotus21.co.jp/ta

https://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531
https://www.lotus21.co.jp/ta
テキストボックス
最新号を含む見本誌を無料で進呈しております。下記よりご請求下さい

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html


   No.936  2022.6.27 41

【図表2】令和元年度（平成31年度）税制改正の解説（701～702頁抜粋）

　二重課税調整の方法については、日スペイン新租税条約第13条7において「租税の課税標準又は租
税の額について適当な調整を行う」と規定されていることからすると、相手国等の相手国等転出時課
税の規定の適用を受けた居住者がその適用によりその相手国等の外国所得税に係る所得金額の計算上
収入金額に算入された金額を我が国の所得税に係る所得金額の計算上収入金額から控除する方法（所
得調整）と、相手国等の相手国等転出時課税の規定の適用を受けた居住者がその相手国等において課
された外国所得税の額を我が国の所得税の額から控除する方法（税額調整）とが考えられますが、我
が国においては、外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例の二重課税調整方法
と同様に、前者の方法を採用して二重課税を調整することとされています。

出国税のような外国税制上の国外転出時課税
に相当する税が課された場合に適用すること
を想定しているため、有価証券等以外の資産
に直接適用できないことになる。
　ただし、租税条約の内容によっては、令和
元年の税制改正時に創設された租税条約実施
特例法5条の2が適用され、条約相手国で国
外転出時課税に相当する税制の適用を受けた
場合、有価証券等のみならず、その適用を受
けた「全資産」について取得価額のステップ
アップが可能とのことだ。もっとも、同条の
適用を受けるためには、租税条約内に「条約
相手国の税法上の国外転出時課税の適用を受
けたことを考慮する」旨の規定が必要であり、
現時点では日スペイン租税条約（13条7）の
みがこれに該当する。したがって、そのよう
な規定がない日米租税条約の場合は、有価証

券等以外の資産に米国出国税が課されたとし
ても、所得税法60条の4、実施特例法5条の
2のいずれも適用されず、日本側で取得価額
のステップアップによる二重課税の調整は行
われないという結論となる。
　国外転出時課税制度は、課税逃れ防止を主
目的に米国、日本を含め各国で導入されてい
るため、富裕層が海外から日本へ転入する際
には二重課税となるリスクが生じる。富裕層
をクライアントに持つ実務家にとっては細心
の注意が必要となろう。
　なお、法令上は明確ではないものの、実施
特例法5条の2が創設された令和元年度（平
成31年度）の税制改正に関する解説の記載

（図表2参照）を考慮すると、基本的に外国
税額控除の適用による二重課税調整は想定さ
れていないと考えられる。

❸ ❺

❹

（簿価500、時価700）

負　債資　産

＜債務超過会社のB/S＞

マイナスの
利益積立金
▲ 500資本金等（100）

（900）

（出典：金融庁公表資料に基づき作成）

③自己株式（34万株）

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。
※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）

A社の税務処理 100%グループ内

簿価（600）で譲渡

B社A社
土　地

（時価1,000）

A社の税務処理 100%グループ内

簿価（600）で譲渡

土地譲渡

土　地
（時価1,000）

現　　　金 1,000 土　地 600
  固定資産譲渡益 400
譲渡損益調整勘定繰入額 400 譲渡損益調整勘定 400

「1株当たりの利益金額」に加算する必要なし

譲渡損益調整勘定 400 譲渡損益調整勘定戻入額 400

B社

C社

A社

「1株当たりの利益金額」から控除する
（非経常的な利益に該当）

【図2】納税者（原告）の主張と裁判所の判断

【表】政府税調国際課税DGで紹介されたBEPS行動13の論点

【図】事案の概要

【図】事案の概要および裁判所の判断内容

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

【図表1】取得価額のステップアップによる二重課税調整

【図1】本件遺言の内容と相続財産の取得状況

【図2】外国税務当局から国税庁に情報提供されるケース

裁判所 顧問税理士（被告）

貸主 借主
（納税者）

店舗管理人

納税者（原告）

❶
顧問税理士（被告）は、修正申告を
怠った点に債務不履行あり。過少申
告加算税相当額を損害賠償請求。

❷
過少申告加算税63万円、延滞
税27万円に相当する90万円の
賠償命令。

買換資産の取得期限

日本の金融機関

日本人口座
（対象外）

A国の金融機関

A国人口座 B国人口座 ・・ X国人口座

店舗

敷地

貸主が出国により「居住者」
から「非居住者」に

借主（納税者）に賃借料に
係る源泉徴収義務が発生

店舗・敷地を貸付け

賃借料

貸主出国の4か月後、
貸主が「非居住者」に
なった旨を連絡

期限後納付を
理由に不納付
加算税を賦課

不納付加算税は違法
（判断のポイントは下
表を参照）

❷

賃借料に係る
源泉所得税を
期限後納付

❸外国の税務当局に対して
まとめて定期的に情報提供

税務署

国税不服審判所

❶

❷

貸主

長男
（後継者）

代表者
（請求人）

次男

原告
（内国法人の代表者）

店舗

敷地

関係会社

被告法人は国税局の指摘に
異議を述べるべきであった。
原告が審査請求などを行うなかで支出した弁護士・税理士費用について損害賠償を請求。

❽

遺言の無効確認訴訟を他の相続人（長女）
から提起されているため、相続人全員の同
意を得ることは不可能。同意がなくてもe
市土地に特例の適用を認めるべき。

❹

国 税 庁

国 税 庁

A国の税務当局

A国の税務当局

B国の税務当局

B国の
税務当局

C国の税務当局

日本人
（日本居住者）

日本人・乙

日本人・甲
報告

報告

報告

A国人
（A国居住者）

B国人
（B国居住者）

日本

国内海外

日本

A国

A国

B国

B国

C国

AA

BB

口座保有者の名前、納
税者番号、口座残高、
利子・配当等の年間受
取総額等を報告

❶「非居住者」（個人・法人等）の
口座を居住地国ごとに選別

C国の金融機関

B国の金融機関

甲の口座情報

乙の口座情報乙の口座情報
丙の口座情報

日本法人・丙

外国の金融機関に口座を保有する日本居住者（個
人・法人等）の情報（名前、個人番号・法人番号（マ
イナンバー）、口座残高、利子・配当等の年間受取
総額等）が、外国の税務当局から国税庁に集まる。

乙の口座情報

甲の口座

乙の口座

丙の口座

A

B

（1）マスターファイル

▶マスターファイルの記載は事業分野ごととすべきか、グループ全体ベースとすべきか。
▶マスターファイルの記載事項は適切か。
（2）国別報告書

▶国別報告書はマスターファイルの一部とすべきか、あるいは別の文書とすべきか。
▶ローカル企業の財務報告を集計する「ボトムアップ」により作成すべきか、あるいはグループ全体の
連結損益を国別に配分する「トップダウン」により作成すべきか。

▶国別報告書の記載事項はどこまで必要か（源泉徴収額やグループ内のロイヤリティ等も記載必要か）。

税務当局間の情報共有の方法

▶税務当局がマスターファイルと国別報告書を共有する方法をどうするか。
（a）各国の税務当局が自国に所在するグループ企業（親会社・子会社・支店等）から直接入手する方法
（企業グループ内でマスターファイル／国別報告書を共有することが前提）
⇒　情報を共有する国の範囲は、多国籍企業のグループ企業が所在する国となり、守秘は各国の国
内法により担保される。

（b）親会社が自国の税務当局へ提出し、税務当局間で租税条約等に基づく情報交換により共有する方法
⇒　情報を共有する国の範囲は、親会社の所在する国と子会社・支店等の所在する国で租税条約や
税務執行共助条約を締結する国に限定され、守秘は各国の国内法および条約上の守秘義務により
担保される。

（c）上記以外の方法

税務当局に提供すべき情報

執行・守秘

論 点

論 点

論 点

❸手数料の実態は原告へ
の給与であると指摘。

❹③の指摘を
受け源泉所
得税を納付。

❻①の支払手数料
を給与認定した
⑤の課税処分の
取消しを求め審
査請求。

❼ 課税処分を
全部取消し

❺③の給与認定を踏まえ所
得税・加算税の課税処分。

❶業務委託契約に基づく
手数料を支払う。

❷雇用契約に基づ
く給与を支給。

❷
譲り受けた価額は時価（4億9,380
万円）と比べ著しく低額。滞納国税に
つき第二次納税義務の納付告知。

・被相続人は「e市土地」
と「f市土地」を所有
（一部共有）

国税局からの指摘内容には相応の合理性があったため、これに対して被告法人が源泉所得税等の
納付に応じる判断をしたことは原告に対する不法行為になるものではない。源泉所得税の納付に
ついて被告法人が異議を述べその結果を是正するべき信義側上の義務が発生する余地はない。

・「e市土地」は請求人が取得
・「f市土地」は申告期限時点
で未分割

遺言
e市土地の相続分の全部
を請求人に相続させる。
（編集部注）本件遺言にf市土
地に関する言及はない。

裁判所

被告法人 内国法人

国税不服
審判所

（原告）

海外法人 海外不動産

原告法人滞納法人

→原告の被告法人に対する賠償請求を棄却（原告敗訴）

　本件物件25戸を一括譲渡する場合には、国税当局が主張する各戸の時価を単純に合計した価
格（4億9,380万円）ではなく、売れ残りリスクなどを勘案した市場性減価（15％）を控除した額で
ある4億1,937万円が本件物件の時価である。
　本件物件の譲渡価格2億8,120万円を時価4億1,937万円と比較すると、約3分の2（67％）
となるため、基本通達にいう「おおむね2分の1」の要件を満たさない。裁判所

→第二次納税義務の納付告知処分を全部取消し（納税者勝訴）

国税局
税務署

国税局

税務署海外銀行

食品卸売業者

スーパー
コンビニ等

弁当の販売

製造委託（弁当）

弁当の納品
8％ or 10%

食材の
自社調達
（ケース1）

無償支給（ケース2）

有償支給（ケース3）

食品製造業者

（製造元）（製造者）

国税当局

❶
分譲マンション25戸を
2億8,120万円で一括
譲渡。

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶

❶

預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸現物出資

❶

❹情報提供

（出典：中小企業庁の資料に基づき作成）

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

調査対象者
A

子
B

国内海外

社会保険関係業務

弁護士法人（被告）

税務署

国税局

海外銀行

海外税務当局 国税当局

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❺

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶
預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

顧問契約

❹
損害賠償請求

懲戒請求

代理

❹情報提供

現物出資による譲渡所得の
申告漏れに追徴課税。国外
財産調書の提出も指導※。

※　中国非居住者企業である原告法人は、中国国内源泉所得である中国法人出資持分譲渡により生じた所得について中国企業所得税の
納付義務があった。また、中国法人（出資持分譲渡対象会社）は、税務当局に対し課税に関する協力義務を負っていた。

中国税務当局

子会社

原告法人

台湾法人

滞納法人

相続人子供4名

新設分割により
事業の一部を移転

❼

中国企業所得税を申告納付
（平成24年1月13日、18日）

中国企業所得税を請求※

（平成22年12月9日）

❹

❺

❻

妻・子供4名分の申告書を作成

平成23年2月期で中国企業所得
税について外国税額控除を適用

※実施期間終了日までに
申請することが必要

【図】OEMによる取引の概要

配偶者

（ステップ1）

先代事業者

特
定
事
業
用
資
産

関連法人3社
（不動産管理会社等）

先代事業者から後継者に
特定事業用資産を贈与等

長男
（後継者）

次男

配偶者

（ステップ2）

先代事業者

特定事業用資産

先代事業者からの贈与等以後、
生計一親族等から１年以内に贈与等

8％

税務署の指導のもと、
買換資産を平成21年4
月30日付けで取得した
ものとした修正申告書
を提出。過少申告加算
税等500万円が発生。

当初の取得期限
平成21年4月30日
延長後の取得期限

平成22年4月28日平成21年
7月23日 修正申告書を提出

：実施期間終了前に計画変更申請（取得設備の追加）をし、認定が実施期間終了後になる場合は当該計画変更時
　　　　 に実施期間も延長することが必要。

ケース2：実施期間終了前に取得した設備については、実施期間終了後に変更申請ができないため、新規申請（設備取得
　から60日以内）があらためて必要（ケース2）。

再
度
の
新
規
申
請

UMTC社

UMKK

UMLLC
（原告）

V2Music
Group Limited

UMPGK
V2J

MGBKK

CMHL社

MGBBV

UMIF

オランダ
フランス

日本

イギリス

❶ ❷ ❸❹
❺

❻

❼ ❾

❽

取得価額
米国出国税
適用時の価額

日本の居住者として
売却時の価額

100

米国でのみなし譲渡益
150 － 100 ＝ 50

150

日本での譲渡所得
190 － 150 ＝ 40
（ステップアップ）
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【図】

代金総額（税込）が100、鑑定評価額比率が土地：建物＝8：２の場合

〈原告主張按分方法〉 〈裁判所按分方法〉
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海外富裕層の日本への転入時に
二重課税のリスク
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